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海津市公共交通計画等策定調査業務委託選定委員会設置規程（案）  

 

（設置） 

第１条 この規程は、海津市公共交通計画等策定調査業務委託(以下「業務委託」

という。)の受託者の選定をプロポーザル方式で実施するにあたり、厳正かつ公

正な審査を目的とする海津市公共交通計画等策定調査業務委託選定委員会(以

下「選定委員会」という。）の設置に必要な事項を定めるものとする。 

 （所掌事務） 

第２条 選定委員会は、次に掲げる事項を審議した上で、当該業務委託にふさわ

しい受託者を選定するものとする。 

（１） プロポーザルの審査に関すること。 

（２） 受託者の選定に関すること。 

（３） 前各号に掲げるもののほか、プロポーザル方式の実施に関し必要な事

項に関すること。 

（組織） 

第３条 選定委員会は、委員長１人、委員５人をもって組織する。 

２ 委員長は、海津市地域公共交通会議会長をもって充てる。 

３ 委員長に事故等があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務

を代理する。 

４ 委員は、次の者をもって充てる。 

（１） 海津市地域公共交通会議副会長 

（２） 学識経験者 

（３） 海津市市民環境部長 

（４） 海津市建設水道部長 

（５） 海津市市民環境部市民活動推進課長 

（会議） 

第４条 選定委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ委員長が招集

する。ただし、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 
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２ 会議の議事は、当該会議に出席した過半数をもって決し、可否同数のときは、

委員長の決するところによる。 

（意見の聴取） 

第５条 委員長は、必要があるときは選定委員会に委員以外の者の出席を求め、

その意見を聞くことができる。 

（庶務） 

第６条 選定委員会の庶務は、海津市市民環境部市民活動推進課において処理す

る。 

（補則） 

第７条 この規程に定めるもののほか、選定委員会の運営について必要な事項は、

委員長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、平成２６年５月３０日から施行する。 

（この規程の失効） 

２ この規程は、平成２７年３月３１日限り、その効力を失う。 


